
平成３０年度の 

介護予防・日常生活支援総合事業
について 
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０今日の目的は専門職の理解と事業の活用 
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フレイル状態となることの予防の取組みが重要 

要支援１・２となった約半数は、関節疾患、骨折・転倒、

高齢による衰弱が原因。 

 

 

軽度者の一定数は、加齢とともに、心身の活力（筋力

等）が低下し、徐々に生活機能障害等につながるフレイ

ルの状態を経て、要介護状態に陥っていると考えられる。 

 

↓ 



いきいき笑顔応援プロジェクト 

ケアマネジャー（または地域包括支援センター職員）と専門職の同行訪問 
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１ 要支援認定者  

      

     要介護認定の結果、要支援１・２となった方。 

     これまでどおり、予防給付も総合事業も利用できる。 

 

２ 事業対象者 

 

     基本チェックリストに該当する方。 

     要支援認定がなくても、訪問型サービスCを利用できる。 

     ※いきいき笑顔応援プロジェクトを利用してまず同行訪問し、 

     認定なしのままで訪問型サービスCを利用することとなった場合に 

     基本チェックリストに該当すれば事業対象者とする。 

     ※現行相当の訪問型・通所型サービスを利用する場合は 

     これまでどおり、要支援認定が必要。 

 

総合事業の対象者について 



委託事業者 【作業療法士・理学療法士】 

       ①メディケア・リハビリ訪問看護ステーション 

       ②希望や訪問看護ステーション 

      【管理栄養士】 

       ①特定非営利活動法人 はみんぐ南河内 

       ＊それぞれ、大阪府作業療法士会・大阪府理学療法士会・大阪府栄養士会  

          からの推薦により委託契約。 

内容     専門職が利用者宅へ訪問し、生活機能や運動機能の向上、 

       栄養状態の改善に向けて短期集中で支援する。 

期間     おおむね３か月（最大６か月）  

訪問の頻度  状態に応じて決定      

提供時間   １回６０分程度 

利用者負担  なし 

対象者    作業療法士または理学療法士または管理栄養士との同行訪問 

       により、訪問型Cが適切であるかを見極めて決定する。 

        

訪問型サービスCについて 


